
令和 7 年度山梨県サービス管理責任者及び 

児童発達支援管理責任者実践研修実施要領 

 

１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適

切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能を有す

るサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下、「サービス管理責任者等」

という。）の養成を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 山梨県（事業委託先：社会福祉法人山梨県障害者福祉協会） 

 

３ 受講対象者 

（１） サービス管理責任者等基礎研修の修了者で、次の①もしくは②の実務経験（OJT）

等を満しており、山梨県内の指定障害福祉サービス事業所においてサービス管

理責任者等として従事している者もしくは従事しようとする者。 

① 障害福祉サービス事業所等において、相談支援業務または直接支援業務に従事

した経験が、サービス管理責任者等基礎研修を修了後、本研修開始日前の５年

間に通算２年以上ある。 

② 次のアからウをすべて満たしている。 

ア サービス管理責任者等基礎研修受講開始時点でサービス管理責任者等の

配置に係る実務経験を満たしている。 

イ 障害福祉サービス事業所等において通算６ヶ月以上、個別支援計画作成の

業務に従事している。 

※ 基礎研修修了後、サービス管理責任者等のもとで、個別支援計画の原案の

作成までの一連の業務を実施している。（少なくとも概ね 10回以上） 

ウ ア及びイの業務に従事することについて指定権者に届出を行っている。 

 

※（指定権者が山梨県の場合）以下の HPを参考にしてください。 

 https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/sabikan/tokureitodoke.html 

 

（２）サービス管理責任者等更新研修未修了者 

平成３０年度以前のサービス管理責任者等研修および相談支援従事者初任者研

修講義部分を修了した者でサービス管理責任者等更新研修の修了者となっておら

ず、現在サービス管理責任者等としての資格を失効している者等。 

 

※ 実践研修受講修了後の取り扱いについて 

実践研修修了の翌年度から５年の間に更新研修の受講が必要となります。また、

更新研修を受講するにあたっては「①５年間に２年以上のサービス管理責任者等・

管理者・相談支援専門員の実務経験があること、又は、②現にサービス管理責任者

等・管理者・相談支援専門員の業務に従事していること」が必要となります。 

https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/sabikan/tokureitodoke.html


実践研修を受講されても、①②を満たせない場合は更新研修を受講できず、再度

実践研修の受講が必要となりますのでご注意ください。 

 

４ 研修日時と会場 

研修は全４日間です。受付時間等詳しくは受講決定時にお知らせ致します。 

 開催日時 会場 

１日目 令和７年４月２５日（金） 山梨県立青少年センター多目的ホール

（甲府市和戸町 1303） ２日目 令和７年５月 ２日（金） 

３日目 令和７年５月１４日（水） ぴゅあ総合大研修室        

（甲府市朝気 1-2-2） ４日目 令和７年５月２３日（金） 

 

５ カリキュラム 

「サービス管理責任者等実践研修」標準カリキュラムに基づき実施します。 

 科目名  

１ 障害福祉の動向に関する講義 障害者福祉施策の最新の動向 

２ 
サービス提供に関する講義及

び演習 

モニタリングの方法 

個別支援会議の運営方法 

３ 
人材育成の手法に関する講義

及び演習 

サービス提供職員への助言・指導について 

実地教育としての事例検討会の進め方 

４ 
多職種及び地域連携に関する

講義及び演習 

サービス担当者会議等におけるサービス管理責

任者、児童発達支援管理責任者の役割 

協議会を活用した地域課題の解決に向けた取組 

サービス担当者会議と協議会の活用についての

まとめ 

 

６ 定員 ４８名 

  多数の受講申込が予想されるため、申込は１事業所あたり原則１人とします。但 

し、やむを得ない理由がある場合はその限りではありません。同一法人内で複数人

の申込をされる場合には、受講申込書に受講についての優先順位を記載してくださ

い。受講希望者が多数の場合は、受講者を選定する場合がありますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

７ 申込方法 

次の提出書類を郵送先まで送付してください。追跡可能な郵便をご利用頂くことを

お勧めします。また、提出書類の内容等について確認の必要な場合がありますので余

裕をもった申込にご協力下さい。 

申込受付後、研修受講決定者には決定通知書を郵送します。 



◇提出書類 

（１）サービス管理責任者等基礎研修の修了者（OJTの期間が２年以上の方） 

・受講申込書（別紙１） 

・実務経験証明書（別紙２） 

・「サービス管理責任者等基礎研修」の修了証書の写し 

・「相談支援従事者初任者研修」の修了証書または受講証明書の写し 

（２）サービス管理責任者等基礎研修の修了者 

（OJTの期間が６ヵ月以上２年未満の方） 

・受講申込書（別紙１） 

・実務経験証明書（別紙３） 

・「サービス管理責任者等基礎研修」の修了証書の写し 

・「相談支援従事者初任者研修」の修了証書または受講証明書の写し 

（３）サービス管理責任者等更新研修未修了者 

・受講申込書（別紙１） 

・「サービス管理責任者等研修」の修了証書の写し 

・「相談支援従事者初任者研修」の修了証書または受講証明書の写し 

 

◇郵 送 先  〒400-0005 甲府市北新１－２－１２ 福祉プラザ１Ｆ 

山梨県障害者福祉協会 小林 行 

 

◇申込期限  令和７年３月２８日（金）午後４時必着 

 

８ 受講費用 ９，０００円（税込） 

研修受講決定通知時に払込取扱票等の関係書類を同封致しますので、令和７年４月

２２日（火）までに振込を行ってください。払込後、ご自身の都合で受講できなくな

った場合、返金には応じられませんのでご了承ください。 

 

９ 事前課題について 

受講にあたっては、事前に課題に取り組んでいただく必要があります。詳細は受

講決定通知時にお知らせいたします。２週間程度で課題を行って頂き、研修初日、

受付にて提出してもらうことを予定しています。なお、事前課題への取り組みが不

十分であると判断した場合には、研修の受講決定を取り消す場合があります。 

 

10 修了証書の交付 

研修修了者には山梨県知事名の修了証書を交付します。 

※研修の修了は、カリキュラムのすべての講義・演習を受講することを要件としま

す。研修への１５分以上の遅刻、早退、離席等があると修了証書の交付はできま

せん。また、居眠りや携帯電話の使用など著しく受講態度が良くない場合、ある

いはグループワークの取り組み状況によっては、修了証書を交付できない場合が

あります。 



11 その他注意事項 

（１）受講者の氏名および事業所名等は、研修当日の受講者名簿に記載する予定で

す。また、事前課題の実施に協力して頂く市町村担当者及び基幹相談支援セン

ターに提供する場合があります。 

（２）自然災害等による急な日程の変更は山梨県障害者福祉協会のホームページ

（http://www.sanshoukyou.net）にその旨を掲載致しますのでご確認下さい。 

 

12 本研修に関する問い合わせ先 

山梨県障害者福祉協会 小林 

電 話 ０５５－２５２－０１００（８時３０分～１６時３０分） 

ＦＡＸ ０５５－２５１－３３４４ 

※当協会は月曜日が休業日となっております。 

 

 

※なお、今後、国の制度改正等が行われた場合、本実施要領の取り扱いに変更等が生じる場

合がありますので、御承知おきください。 


